
（別紙４）

〜 令和7年12⽉26⽇
（対象者数） 13 （回答者数） 10

〜 令和7年12⽉26⽇
（対象者数） 10 （回答者数） 10

〜 令和7年12⽉26⽇
（対象数） 13 （回答数） 10

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

・保育所等訪問支援に限らず、児童発達支援の中で保育所や
幼稚園等との連携を⾏っている。

2

・現在の療法⼠担当制をベースに、支援の内容によっては
様々な職種な職員も訪問できるとよい。

3

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

1

・保育所等訪問支援の訪問はできないが、必要に応じて児童
発達支援の「関係機関連携」で訪問するなど、他の支援と組
み合わせて実施している。今後とも、訪問先施設に配慮しつ
つ⽇程調整等を⾏う。

2

3

○事業所名 葛飾区子ども発達センター（保育所等訪問支援）

○保護者評価実施期間 令和7年12⽉3⽇
○保護者評価有効回答数

令和7年12⽉10⽇
○従業者評価有効回答数

○事業者向け⾃⼰評価表作成⽇ 令和8年1⽉26⽇

事業所の強み（※）だと思われること
※より強化・充実を図ることが期待されること

工夫していることや意識的に⾏っている取組等

○従業者評価実施期間

○訪問先施設評価有効回答数
○訪問先施設評価実施期間 令和7年10⽉26⽇

事業所の弱み（※）だと思われること
※事業所の課題や改善が必要だと思われること

事業所として考えている課題の要因等

・保育所等訪問支援の訪問予定⽇を柔軟に調整できない。 ・事業所の療法⼠が児童発達支援と保育所等訪問支援を兼務し
ているため、訪問予定の調整が難しい。

・児童発達支援と保育所等訪問支援の並⾏利⽤により、対象児
の障害や発達の状態を把握したうえで助⾔を⾏うことができ
る。

・現在、集団担当または個別担当の療法⼠が、年間通して担当
していることで、園との信頼関係を構築し、事業が実施できて
いる。

・障害児支援経験年数が⻑く専⾨性の⾼い療法⼠が訪問支援を
⾏っている。

・保育所等訪問支援に限らず、児童発達支援の中で保育所や幼
稚園等との連携を⾏っている。

事業所における⾃⼰評価総括表公表


